
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
八
条
第
四
号
中
「
東
京
電
力
株
式
会
社
」
を
「
東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社
」

に
改
め
る
。 

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
、
「
除
権
判
決
」
を
「
除
権
決
定
」
に

改
め
る
。 

第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
除
権
判
決
」
を
「
除
権
決
定
」
に
改
め
る
。 

第
百
四
十
八
条
第
一
項
中
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
三
号
か
ら
同
項
第
五
号
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

委
託
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
、
施
設
の
運
転
及
び
管
理
並
び
に
浄
水
発
生
土
の
処
分
及
び

収
集
運
搬
を
除
く
。
） 

 

第
百
四
十
八
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
第
三
号
の
委
託
に
係
る
執
行
伺
に
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

 
 

イ 

目
的 

 
 

ロ 

執
行
予
定
額 

 
 

ハ 

執
行
予
定
額
算
定
の
根
拠 

 
 

ニ 

代
金
支
払
の
方
法
及
び
時
期 

 

二 

 
 

イ 

一
般
競
争
入
札
執
行
公
告
案
（
指
名
競
争
入
札
の
場
合
は
、
業
者
選
定
案
及
び
入
札
通

知
案
） 

 
 

ロ 

契
約
書
案 

別
表
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  



別表第７（第１４８条関係） 

決裁及び 
合議区分 

 
 
行為区分 

決  裁  区  分 合 議 区 分 

管 理 者 局 長 部 長 課長及び所長 財 務 課 長 

１ 建設工事の起
工 

５億円以上 
３億円以上 

 
５億円未満 

１億 5,000
万円以上 
３億円未満 

１億 5,000
万円未満 

１億 5,000 万
円以上 

２ 建設工事の設
計、調査、測量
又は監理の委託 

１億円以上 
5,000 万円
以上 
１億円未満 

1,500万円 
以上 
5,000万円 
未満 

1,500万円 
未満 

1,500万円 
以上 

３ 委託（２に掲
げるもの、施設
の運転及び管理
並びに浄水発生
土の処分及び収
集運搬を除く。） 

 
1,000 万円
以上 

500万円 
以上 

1,000万円 
未満 

500万円 
未満 

500万円以上 

４ 土地の買入れ
又は地上権の設
定（買入れ又は
設定の委託を含
む。） 

7,000万円 
以上又は 
20,000㎡ 
以上 

6,000 万円
以上 

7,000 万円
未満 

5,000 万円
以上 

6,000 万円
未満 

5,000万円 
未満 

5,000万円 
以上 

５ 支出予算の配
当と異なる執行 

執行しようとする費目等に応じた別表第７の２に定
める区分より上位の区分に従い決裁を受ける 

全ての案件 

６ 重要、異例そ
の他特殊な執行 

金額の区分
なく管理者
決裁 

   全ての案件 

７ 契約を伴う支
出予算の執行の
うち、当該契約
の執行予定額
が、第 137 条の
２に定める随意
契約によること
ができる予定価
格として定める
額を超えるもの 

執行しようとする費目等に応じた別表第７の２に定
める区分に従い決裁を受ける 

執行しようと
する費目等に
応じた別表第
７の２に定め
る区分に従い
合議を受ける 

 
備考 
１ 地域整備事業会計に係る伺書で、部長以上が決裁するもののうち、財務課長に合議を必
要とするものは、あらかじめ地域整備課長に合議しなければならない。 

２ 工業用水道事業会計及び水道用水供給事業会計に係る伺書で、部長以上が決裁するもの
のうち、財務課長に合議を必要とするものは、あらかじめ水道企画課長に合議しなければ
ならない。 

３ この表の定めにかかわらず、条例で定める長期継続契約によるものについては、決裁及
び合議区分に掲げる額を、当該契約の契約年数を乗じた額に読み替えてこの表を適用する
ものとする。 

執行伺の決裁区分及び合議区分 



 
 

別
表
第
七
の
二
中 

「 

    

 」 

を 「 

     

」 

に
改
め
、 

「 

」 

を 「 
」 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
十
九
号
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
、
「
除
権
判
決
」
を
「
除
権
決
定
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
百
四
十
八
条
、
別
表
第
七
及
び
別
表
第
七
の
二
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
度
の

予
算
の
執
行
に
係
る
も
の
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
九
年
度
の
予
算
の
執
行
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

建
設
工
事
の
設
計
調
査
、

測
量
又
は
監
理
の
委
託

1億
円
以
上

5,000万
円

以
上

1億
円
未
満

1,500万
円

以
上

5,000万
円

未
満

1,500万
円

未
満

△
1,500万

円
以
上

1,500万
円

以
上

施
設
の
運
転
、
管
理
(浄

水
場
維
持
管
理
一
括
委

託
)

○
△

○
○

施
設
の
運
転
、
管
理
(浄

水
場
維
持
管
理
一
括
委
託

以
外
の
も
の
)及

び
浄
水

発
生
土
の
処
分
、
収
集
運

搬

1,500万
円

以
上

1,500万
円

未
満

△
1,500万

円
以
上

1,500万
円

以
上

そ
の

他
の

場
合

1,000万
円

以
上

500万
円

以
上

1,000万
円

未
満

500万
円

未
満

△
500万

円
以
上

500万
円

以
上

委託料

建
設
工
事
の
設
計
調
査
、

測
量
又
は
監
理
の
委
託

1億
円
以
上

5,000万
円

以
上

1億
円
未
満

1,000万
円

以
上

5,000万
円

未
満

1,000万
円

未
満

△
1,000万

円
以
上

1,000万
円

以
上

施
設
の
運
転
、
管
理
(浄

水
場
維
持
管
理
一
括
委

託
)

○
△

○
○

施
設
の
運
転
、
管
理
(浄

水
場
維
持
管
理
一
括
委
託

以
外
の
も
の
)及

び
浄
水

発
生
土
の
処
分
、
収
集
運

搬

1,000万
円

以
上

1,000万
円

未
満

△
1,000万

円
以
上

1,000万
円

以
上

そ
の

他
の

場
合

1,000万
円

以
上

500万
円

以
上

1,000万
円

未
満

500万
円

未
満

△
500万

円
以
上

500万
円

以
上

委託料

5億
円
以
上

3億
円
以
上

5億
円
未
満

1億
5,000

万
円
以
上

3億
円
未
満

1億
5,000

万
円
未
満

△
1億

5,000万
円
以
上

1億
5,000万
円
以
上

固
定
資
産
の
取
得
に
係
る

工
事
請
負
費

5億
円
以
上

3億
円
以
上

5億
円
未
満

1億
円
以
上

3億
円
未
満

1億
円
未
満

△
1億

円
以
上

1億
円
以
上

固
定
資
産
の
取
得
に
係
る

工
事
請
負
費


